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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

那
須
高
校
タ
イ
ム

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

　
国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
か
ら

11
月
17
日
ま
で
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」

と
定
め
、
各
種
の
広
報
・
広
聴
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
期
間
中
、
大
田
原
税
務
署
で
は
次
の

行
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

〇
税
に
つ
い
て
の
作
文
（
中
学
生
・
高

　
校
生
）
の
優
秀
作
品
の
展
示
（
パ
ネ

　
ル
展
示
）

▼
期
　
間　
11
月
11
日
㈪
〜
11
月
17
日
㈰

▼
場
　
所　
大
田
原
税
務
署
、
大
田
原

　
県
税
事
務
所
、
那
須
町
役
場
、
各
金

　
融
機
関
、
図
書
館
、
ト
コ
ト
コ
大
田
原

　
お
よ
び
東
武
宇
都
宮
百
貨
店
大
田
原
店

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署

　
☎
0
2
8
7
‐
22
‐
3
1
1
5

※
自
動
音
声
案
内
の
後
【
２
】
を
押
し

て
く
だ
さ
い
。

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、
営
業
・
不
動

産
所
得
を
有
す
る
青
色
申
告
者
の
方
を

対
象
に
決
算
説
明
会
・
消
費
税
等
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
な
お
、
参
加
に
は

　
こ
の
試
験
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム（
J
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た
試
験
で
、

防
災
行
政
無
線
お
よ
び
那
須
町
安
全
安

心
メ
ー
ル
等
に
よ
り
情
報
配
信
し
ま
す
。

▼
J
ア
ラ
ー
ト
と
は　
地
震
や
武
力
攻

　
撃
な
ど
の
緊
急
情
報
を
、
国
か
ら
人

　
工
衛
星
な
ど
を
通
じ
て
瞬
時
に
お
伝

　
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

▼
試
験
日
時　

　
11
月
20
日
㈬　
午
前
11
時
頃

▼
放
送
内
容

⑴
防
災
行
政
無
線

　
「
こ
れ
は
、J
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」

　
（
3
回
）

　
町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測
量
・

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
（
建
設
工
事

に
関
連
す
る
設
計
、
調
査
、
測
量
等
）

お
よ
び
物
品
の
製
造
・
販
売
・
役
務
の

提
供
等
に
係
る
入
札
へ
の
参
加
を
希
望

す
る
事
業
者
の
資
格
審
査
申
請
を
次
の

と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

▼
資
格
の
有
効
期
間　

　
令
和
7
年
4
月
1
日
〜
令
和
9
年
3
月

　
31
日
ま
で
の
2
年
間

▼
受
付
期
間　
11
月
28
日
㈭
〜
12
月
27
日
㈮

▼
受
付
方
法　
持
参
ま
た
は
郵
送

※
持
参
の
場
合
は
土
日
祝
日
を
除
く
午

前
9
時
〜
午
後
5
時
ま
で
に
ご
来
庁
く

だ
さ
い
。

・納付期限の 12 月 2 日㈪までに納付してください。
・2 期分の納付書は、8 月に送付した納税通知書に同封してあります。紛失した場合は県税事務所に連絡  
  してください。
・口座振替を利用している方は、振替日の前日までに口座の残高を御確認ください。
■問合せ　大田原県税事務所課税課　☎0287-23-4172

税
を
考
え
る
週
間

〜
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
〜

決
算
説
明
会
・
消
費
税
等

説
明
会
の
ご
案
内

J
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉
情
報

伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

　
県
で
は
、
家
事
分
担
や
家
事
時
間
削

減
を
目
的
と
し
た
「
と
も
家
事
」
を
推

進
し
て
お
り
、
11
月
22
日
を
県
独
自
の

「
と
も
家
事
の
日
」に
制
定
し
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
夫
婦
共
働
き
の
家
庭
が
増

え
、
仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
が
必
要

で
す
。

　
皆
さ
ん
の
家
庭
で
は
家
事
を
だ
れ
が

担
っ
て
い
ま
す
か
、
誰
か
一
人
に
家
事

負
担
が
偏
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
「
と
も
家
事
の
日
」
を
機
に
家
庭
で
の

家
事
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

▼
問
合
せ　
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係

　
☎
72
‐
6
9
2
3

11
月
22
日
は

「
と
も
家
事
の
日
」
で
す

令
和
７
・
８
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
受
付
に
つ
い
て

11月は個人事業税（2期分）の納付月です

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

▼
開
催
日　
11
月
25
日
㈪

▼
時
　
間　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

▼
開
催
会
場　
那
須
町
商
工
会
二
階
会

　
議
室　
那
須
町
寺
子
丙
4
‐
9
3

▼
締
切
り　
11
月
22
日
㈮
午
後
5
時

▼
予
約
・
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署
個

　
人
課
税
第
一
部
門

　
☎
0
2
8
7
‐
22
‐
3
1
1
8

ホームページ

　
「
こ
ち
ら
は
、防
災
那
須
町
役
場
で
す
」

　
（
1
回
）

⑵
那
須
町
安
全
安
心
メ
ー
ル

　
「
こ
れ
は
、J
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」

▼
問
合
せ　
総
務
課
危
機
管
理
係

　
☎
72
‐
6
9
0
1

※
郵
送
の
場
合
は
郵
便
書
留
で
消
印
の

日
有
効
で
す
。

▼
申
請
書
・
記
載
要
領　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
場
所
・
問
合
せ　
財
政
課
契
約

　
管
理
係　
☎
72
‐
6
9
0
2

　

http://w
w
w
.tow

n.nasu.lg.jp


